
新
津
支
部
（
新
津
商
工
会
議
所
内
）

☎
二
三
―
三
四
八
八

五
泉
支
部
（
五
泉
商
工
会
議
所
内
）

☎
四
三
―
五
五
五
一

村
松
支
部
（
村
松
商
工
会
内
）

☎
五
八
―
二
二
〇
一

小
須
戸
支
部
（
小
須
戸
商
工
会
内
）

☎
三
八
―
二
五
六
〇

東
蒲
支
部
（
津
川
商
工
会
内
）

☎
九
二
―
二
四
九
四

◇
発
行
所

　

公
益
社
団
法
人
　
新
津
法
人
会

　

〒
九
五
六
―
〇
八
六
四

　
　

新
潟
市
秋
葉
区
新
津
本
町
三
丁
目
一
の
七

　
　

新

津

商

工

会

議

所

内

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
二
五
〇（
二
三
）三
四
八
八

◇
発
行
人

　
　
　
　
　
　

税
制
・
広
報
委
員
長

木　

村　

藤　

雄

２
Ｐ　

年
頭
あ
い
さ
つ

３
Ｐ　

秋
の
特
別
講
演
会

　
　
　

税
制
改
正
要
望
活
動

４
・
５
Ｐ　

税
務
情
報
だ
よ
り

６
Ｐ　

監
督
署
だ
よ
り

７
Ｐ　

職
安
だ
よ
り

８
Ｐ　

会
員
ゴ
ル
フ
大
会

９
Ｐ　

青
年
部
・
女
性
部
コ
ー
ナ
ー

10
Ｐ　

支
部
だ
よ
り

11
Ｐ　

女
性
部
会
の
活
動
紹
介

目　　　次

　
　「
白
鳥
舞
う
大
堤
」

田
　
代
　
　
　
廣
（
村
松
支
部
）

法人会は異業種交流のパイオニアです。

めざします企業の繁栄と社会への貢献
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新
津
税
務
署
長

佐
　
藤
　
和
　
彦　

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

公
益
社
団
法
人
新
津
法
人
会
会
員

の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
お

健
や
か
に
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
、

心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

旧
年
中
も
税
務
行
政
全
般
に
わ
た

り
ま
し
て
、
深
い
ご
理
解
と
多
大
な

ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

春
日
会
長
を
は
じ
め
、
役
員
及
び

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

各
種
研
修
会
、
講
演
会
の
開
催
、
租

税
教
室
の
推
進
、
社
会
貢
献
活
動
に

積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
、
地
域
社
会

や
会
員
企
業
の
健
全
な
発
展
に
寄
与

さ
れ
て
お
り
、
税
務
行
政
に
お
い
て

も
多
大
な
貢
献
を
し
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
こ
と
に
深
く
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。
本
年
も
変
わ
ら
ぬ
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
最
近
の
税
務
を
取
り
巻
く

環
境
は
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
や
経

済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
に

　
　

関
東
信
越
税
理
士
会

　
　

新
津
支
部
長

杉
　
本
　
孝
　
子　

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

新
津
法
人
会
の
会
員
の
皆
様
に
は

よ
い
年
を
、
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
を
振
り
か
え
り
ま
す
と
雨
不

足
か
と
思
え
ば
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
、
竜

巻
と
異
常
気
象
に
見
舞
わ
れ
、
ス

ポ
ー
ツ
界
で
は
楽
天
の
田
中
投
手
の

活
躍
や
フ
ィ
ギ
ア
ス
ケ
ー
ト
の
代
表

選
考
会
等
、
選
手
の
自
分
を
信
じ
る

意
思
の
強
さ
に
感
動
し
ま
し
た
。

　

ま
た
日
本
経
済
で
は
景
気
は
持
直

し
、
日
銀
新
潟
支
店
は
県
内
の
景
気

は
着
実
に
回
復
に
向
か
っ
て
い
る
と

の
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
全
て
の
中
小
企
業
に
恩

恵
が
届
い
て
い
る
実
感
は
持
て
な
い

な
か
、
本
年
四
月
よ
り
消
費
税
が

８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
増
税

後
の
景
気
動
向
か
ら
目
が
離
さ
れ
な

い
状
況
が
続
く
と
思
い
ま
す
。
新
旧

税
率
を
適
用
す
る
取
引
が
混
在
す
る

経
理
処
理
に
対
応
出
来
る
様
に
、
消

費
税
転
嫁
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
様
に

税
理
士
会
は
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
を

し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

昨
年
四
月
に
支
部
長
に
就
任
し
、

よ
り
大
き
く
変
化
し
て
お
り
ま
す
。

私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な

環
境
の
中
で
、
適
正
・
公
平
な
課
税

及
び
徴
収
の
実
現
に
向
け
、
与
え
ら

れ
た
使
命
を
着
実
に
果
た
し
、
国
民

の
皆
様
か
ら
の
税
務
行
政
へ
の
理
解

と
信
頼
を
得
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
考
え
の
下
、
限
ら
れ
た

人
的
、
物
的
資
源
を
効
果
的
に
活
用

す
る
た
め
、
事
務
の
効
率
化
、
合
理

化
、
経
費
削
減
な
ど
の
業
務
の
最
適

化
を
図
り
、
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
税
務

行
政
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

特
に
、
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ

ス
テ
ム
（
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
）
に
つ
き

ま
し
て
は
、
税
務
署
の
事
務
の
効
率

化
・
合
理
化
の
み
な
ら
ず
、
納
税
者

の
方
々
の
利
便
性
の
向
上
に
も
大
き

く
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、

そ
の
普
及
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

ま
も
な
く
、
平
成
二
十
五
年
分
の

所
得
税
の
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す

が
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は「
確

定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
設
け

て
お
り
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
所

得
税
確
定
申
告
書
の
作
成
、
提
出
が

可
能
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
確
定
申
告
を
行
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
と
次
の
よ
う
な
利

点
が
あ
り
ま
す
。

①
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収
票

等
は
、
記
載
内
容
を
入
力
・
送
信

す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
領
収
書

皆
様
の
事
業
活
動
に
参
加
を
さ
せ
て

頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

七
月
に
は
「
分
り
易
い
税
セ
ミ

ナ
ー
」
の
講
師
ま
で
務
め
、
つ
た
な

い
説
明
で
し
た
が
熱
心
に
聞
い
て
頂

き
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

正
し
い
税
知
識
を
身
に
つ
け
た
い

と
の
会
員
皆
様
の
「
税
」
に
関
す
る

熱
意
に
触
れ
る
だ
け
で
な
く
、
最
新

の
社
会
情
勢
へ
の
関
心
の
高
さ
や
、

幅
広
い
社
会
貢
献
は
地
域
経
済
に
元

気
を
与
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た
さ

れ
て
い
る
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　

経
営
環
境
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化

し
て
行
く
事
と
思
い
ま
す
が
上
手
に

乗
り
こ
な
し
、
閉
塞
状
況
を
ぶ
ち
破

り
二
十
六
年
を
突
っ
走
っ
て
い
た
だ

く
活
躍
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

新
津
法
人
会
の
会
員
の
皆
様
の
ご

健
勝
、
ご
発
展
を
お
祈
り
し
て
新
年

の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

や
源
泉
徴
収
票
の
提
出
又
は
提
示

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
さ
れ
た
還

付
申
告
の
還
付
金
処
理
は
、
三
週

間
程
度
に
短
縮
さ
れ
て
行
わ
れ
ま

す
。

③
確
定
申
告
期
間
中
は
、
二
十
四
時

間
提
出
（
送
信
）
が
可
能
で
す
。

確
定
申
告
の
際
に
は
、
ぜ
ひ
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、法
人
税
、消
費
税
等
の
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
状
況
に
つ
き
ま
し
て

も
、
新
津
法
人
会
会
員
企
業
の
皆
様

方
を
は
じ
め
、
積
極
的
な
ご
利
用
を

い
た
だ
き
ま
し
て
、
順
調
に
推
移
し

て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
ど
も
の
力
の
み

で
は
税
務
行
政
に
課
せ
ら
れ
た
使

命
・
責
務
を
果
た
し
て
い
く
に
は
自

ず
と
限
り
が
あ
り
、
法
人
会
の
皆
様

方
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

は
、
私
ど
も
に
と
り
ま
し
て
非
常
に

大
き
な
支
え
と
な
っ
て
お
り
、
大
変

心
強
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。
今
後
と

も
、
な
お
一
層
の
ご
理
解
、
ご
協
力

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　

結
び
に
あ
た
り
、
新
し
い
年
が
公

益
社
団
法
人
新
津
法
人
会
の
益
々
の

ご
発
展
と
、
会
員
の
皆
様
方
の
ご
繁

栄
の
年
と
な
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
ご

祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
新
年
の
挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

田　代　　廣　様
五泉市村松甲

公益社団法人 新津法人会だより



　

公
益
社
団
法
人
新
津
法
人
会
で
は
恒
例
行
事
と
し
て
、「
秋

の
特
別
講
演
会
」
を
十
一
月
十
一
日
㈪
新
津
・
新
森
に
於
い

て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

例
年
「
税
を
考
え
る
週
間
」
行
事
の
一
環
と
し
て
開
催
す

る
も
の
で
、
こ
の
度
は
時
事
通
信
社
・
特
別
解
説
委
員
・
加

藤
清
隆
先
生
を
お
招
き
し
ご
講
演
頂
き
ま
し
た
。

　

講
師
は
早
稲
田
大
学
政
経
学
部
卒
業
後
、
時
事
通
信
社
に

入
社
さ
れ
、以
来
政
治
部
に
配
属
し
福
田
、大
平
両
首
相
番
、

森
喜
朗
官
房
副
長
官
番
、
加
藤
紘
一
副
長
官
番
、
新
自
由
ク

ラ
ブ
担
当
、
一
九
八
五
年
以
降
、
山
崎
拓
副
長
官
、
後
藤
田

正
晴
官
房
長
官
番
、
橋
本
龍
太
郎
幹
事
長
番
、
自
民
党
竹
下

派
担
当
等
々
、
政
治
畑
を
専
門
に
政
治
部
長
と
し
て
政
治
の

裏
表
を
熟
知
さ
れ
、
現
在
は
田
崎
史
郎
氏
の
後
任
と
し
て
解

説
委
員
長
に
就
任
さ
れ
、
政
治
報
道
一
筋
の
経
歴
で
、
テ
レ

ビ
も
「
た
か
じ
ん
の
そ
こ
ま
で
言
っ
て
委
員
会
」
等
、
数
多

く
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
出
演
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
又
、時
折
し
も
「
安
倍
政
権
誕
生
」
二
年
目
を
迎
え
る
に
、

そ
の
行
方
と
日
本
経
済
の
展
望
と
い
う
、
誠
に
時
局
柄
時
宜

を
得
た
ご
講
演
を
、
独
自
な
切
れ
味
の
も
と
に
、
政
権
交
代

の
善
悪
や
、
テ
レ
ビ
で
は
報
道
で
き
な
い
政
治
、
経
済
の
ウ

ラ
・
オ
モ
テ
を
歯
に
衣
着
せ
ぬ
口
調
で
終
始
聴
衆
を
魅
了

し
、
極
め
て
有
意
義
の
中
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

　
尚
、
講
演
内
容
を
テ
ー
プ
収
録
い
た
し
ま
し
た
の
で
ご
希

望
の
方
は
お
申
込
い
た
だ
け
れ
ば
お
貸
し
い
た
し
ま
す
。

　
尚
、
当
日
は
役
員
功
労
者
表
彰
状
伝
達
式
を
挙
行
し
、
次

の
方
々
が
授
賞
さ
れ
ま
し
た
。

◎
全
国
法
人
会
総
連
合
会
長
表
彰

　
　
松
井
　
信
行
　
氏
（
監
　
事
）
新
津

◎
新
潟
県
法
人
会
連
合
会
長
表
彰

　
　
吉
田
　
和
久
　
氏
（
副
会
長
）
五
泉

　
　
樋
口
　
龍
衛
　
氏
（
監
　
事
）
新
津

　この提言は、全法連が各法人会の要望事項を県連単位で集約し、全法連税制委員会で検討し取りまとめ、全法
連理事会の承認を経てまとめあげられたものです。新津法人会では、平成二十五年十一月七日㈭春日忠男会長・
木村藤雄税制委員長・桐生三男専務理事で、伊藤勝美　五泉市長・林　茂　五泉市議会議長を訪れ「平成二十六
年度税制改正に関する提言」並びにこれに伴う「解説書」を手渡し、併せて主旨並びに法人会活動の理解をお伝
えしてきました。

﹇
総
　
論
﹈

　

ま
さ
に
今
。

　
国
・
地
方
と
も
聖
域
な
き
行
財
政
改
革
の
断

行
を
!

　

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
確
立
し
、
国

民
の
将
来
不
安
の
払
拭
を
!

　

中
小
企
業
の
重
要
性
を
認
識
し
、
経
済
活
性

化
に
資
す
る
税
制
措
置
の
拡
充
を
!

﹇
所
得
税
﹈

　

所
得
税
は
広
く
薄
く
負
担
を
求
め
、
努
力
し

た
人
が
報
わ
れ
る
税
制
の
構
築
を
!

﹇
法
人
税
﹈

　

法
人
実
効
税
率
は
、
欧
州
・
ア
ジ
ア
主
要
国

並
み
の
二
十
％
台
に
引
き
下
げ
を
!

﹇
事
業
承
継
税
制
﹈

　

本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
を
確
立
し
、
地
域

経
済
を
支
え
る
中
小
企
業
に
配
慮
を
!

﹇
消
費
税
﹈

　

消
費
税
引
き
上
げ
に
際
し
て
は
、
景
気
に
配

慮
す
る
ほ
か
行
財
政
改
革
の
徹
底
を
!

﹇
地
方
税
関
係
﹈

　

国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
地
方
の

自
立
・
自
助
の
推
進
を
!

﹇
震
災
復
興
﹈

　

被
災
地
の
復
興
を
図
る
た
め
、
税
制
上
の
対

応
を
含
め
て
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
!

平
成
二
十
六
年
度

税
制
改
正
に
関
す
る

ス
ロ
ー
ガ
ン

「平成２６年度　税制改正提言事項」の要望活動
伊藤勝美　五泉市長・林　茂　五泉市議会議長へ提出
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平成25年分の
■所得税及び復興特別所得税並びに贈与税の申告と納税は　 ３月17日（月）まで
■個人事業者の方の消費税及び地方消費税の申告と納税は　３月31日（月）まで
■振替納税をご利用の場合の振替日は

　所得税が４月22日（火）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費税が４月24日（木）

■確定申告会場　　場所　秋葉区役所　６階会議室
　　　　　　　　　住所　新潟市秋葉区程島2009
　　　　　　　　　　なお、開設期間中は、新津税務署の庁舎内には、
　　　　　　　　　確定申告会場はありませんので、ご承知ください。
■開設期間　　　　平成26年２月13日（木）から３月17日（月）
　　　　　　　　　（土曜日・日曜日を除く）まで　　　　　　　　　
■受付時間　　　　午前９時から午後４時まで

【お問い合わせ先】

確定申告会場に関するお問合わせ
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確定申告をされる方へ

国税庁ホームページの

｢確定申告書等作成コーナー」
で「申告書」を作成してください！

初めてご利用される方は（注）書きを参照
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○新潟県の産業別最低賃金が改正されました
　新潟県最低賃金は、新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。どのような雇用形態（臨時採用、
アルバイト、歩合給）でも最低賃金法によって、最低賃金額以上の賃金を支払わなくてはいけません。なお、派
遣労働者については派遣先事業場における最低賃金が適用されますので、新潟県外へ労働者を派遣する派遣元事
業者は、派遣先の都道府県で適用される最低賃金額について、厚生労働省ホームページなどでご確認ください。

※最低賃金には、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金並びに臨時に支払われる賃金（結婚手当
など）、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は算入され
ません。
※産業別最低賃金には、適用除外となる業務及び年齢（18歳未満又は65歳以上）が定められています。

　　　必ずチェック最低賃金！　使用者も、労働者も

○冬季特有の労働災害を撲滅しましょう～冬季における労働災害防止対策について～
　本格的な厳しい冬が訪れていますが、例年冬季間には凍結・積雪・寒冷等を原因とする転倒、墜落、交通事故、
一酸化中毒等の特有の災害が多発する傾向にあります。
　各事業場においては、安全衛生委員会などを活用して、冬季特有の要因を盛り込んだ職場環境管理や作業行動
等に対する危険性又は有害性の調査（リスクアセスメント）等を実施し、そのリスクを除去・低減することによ
り、冬季特有の労働災害の防止を図りましょう。
１　通路、作業床の凍結、積雪による転倒災害防止
①　通路や作業面の除雪を励行し、転倒のおそれのない通路等を確保する。
②　建物の入口には雪や水分を除去するためのマットやブラシ等を備え、凍結の要因となる水分を持ち込ませ
ないようにする。
③　凍結により滑りやすい通路や作業面には、滑り止めの措置をする。
④　スパイク靴等のすべりにくく安定した履物を着用させる。また、靴底がすり減っていないか点検する。
⑤　服やズボンのポケットに手を入れたまま歩行させない。
２　交通労働災害防止
①　冬用タイヤについては摩耗状態を点検し、降雪前に早めに装着させる。
②　無理のない走行計画により時間に余裕を持って運行させ、速度は控えめに、安全車間距離は十分に確保さ
せる。
③　スリップ防止のため、急ハンドル、急ブレーキ、急発進は行わせない等、安全運転に関する教育を実施す
る。業務で社有車を使用する者（送迎用マイクロバス運転者等含む）については、特に配意し、定期健康診
断の実施状況及び健康状態を確認し健康管理を行う。
④　「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づく睡眠時間の確保や適正な労働時間等の管理等の走行
管理をする。

◎詳しくは新津労働基準監督署（０２５０－２２－４１６１）へ

新 潟 県 最 低 賃 金 最低賃金額（時間額） 効力発生年月日

新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 ７０１円 平成２５年１０月２６日

産 業 別 最 低 賃 金 最低賃金額（時間額） 効力発生年月日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業（電球製造業及び電気計測器製造業を除く） ８０８円 平成２５年１２月２８日

各種商品小売業
（衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等） ７５９円 平成２５年１２月２６日

自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 ８１３円 平成２６年　１月１８日
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